
 

 

６ 臨時福祉給付金及び障害・遺族基礎年金受給者向け年金生活者等支援 

臨時福祉給付金（障害・遺族年金受給者向け給付金）について 

 

 

平成２６年４月の消費税率の引き上げに伴い所得の低い方々の影響を緩和するため、また「一億総

活躍社会」の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい年金受給者を支援するため国が実施する

臨時福祉給付金及び障害・遺族年金受給者向け給付金について、市が給付事務を行ったところであり

ます。 

本給付金に関する申請受付期間は、平成２８年１２月２２日で終了いたしましたが、１２月末の申

請状況は、以下のとおりとなっております。 

  

【臨時福祉給付金及び障害・遺族年金受給者向け給付金の支給状況】 

                            （平成 28年 12月 28日現在） 

 臨時福祉給付金 障害・遺族年金受給者向け給付金 

対象見込者数 (a) １９，９０５ 人 ８２８ 人 

申 請 者 数 (b) １８，０４０ 人 ７８２ 人 

支 給 者 数 (c) １７，５１１ 人 ７５６ 人 

申 請 率 (b)/(a) ９０．６３ ％ ９４．４４ ％ 

 

（参考） 

１ 申請受付期間 

   平成２８年９月２０日（火）～１２月２２日（木） 

    

２ 支給対象者等 

   （臨時福祉給付金） 

     ・平成２８年１月１日時点で、本市の住民登録に登載されている方 

     ・平成２８年度分の市民税（均等割）が非課税の方 

     ※市民税（均等割）が課税されている方に扶養されている方や生活保護の受給者は対象外 

   （障害・遺族年金受給者向け給付金） 

     ・平成２８年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち平成２８年５月分の障害基礎年金・遺 

族基礎年金を受給している方 

     ・高齢者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金（３万円）を受給していない方 

      

３ 支給額 

（臨時福祉給付金） 対象者１人につき３千円 

   （障害・遺族年金受給者向け給付金） 対象者１人につき３万円 

 

 

＜担当 健康福祉部 地域福祉課 臨時福祉給付金室 ２４－２１１１ 内線５２４＞ 

 

 


